
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表

新

旧

目
次

目
次

第
一
章
～
第
九
章
略

第
一
章
～
第
九
章
略

第
十
章

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
第
八
十
条
―
第
八
十
五
条
）

第
十
章

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
第
八
十
条
―
第
八
十
五
条
）

第
十
一
章

削
除

第
十
一
章

医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
第
八
十
六
条
―
第
八
十
九
条
）

第
十
二
章
～
第
十
五
章
略

第
十
二
章
～
第
十
五
章
略

附
則

附
則

（
最
低
基
準
の
目
的
）

（
最
低
基
準
の
目
的
）

第
二
条

最
低
基
準
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
利
用
者
が
、
明
る
く
、
衛
生
的
な
環
境
に

第
二
条

最
低
基
準
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
利
用
者
が
、
明
る
く
、
衛
生
的
な
環
境
に

お
い
て
、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
訓
練
を
受
け
た
職
員
（
児
童
福
祉
施
設
の

お
い
て
、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
訓
練
を
受
け
た
職
員
（
児
童
福
祉
施
設
の

長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
導
又
は
支
援
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
し

長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
導
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
し
て
、
社
会

て
、
社
会
に
適
応
す
る
よ
う
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。

に
適
応
す
る
よ
う
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。

（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）

第
六
十
六
条

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
十
六
条

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二
略

一
・
二
略

三

主
と
し
て
盲
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
次
の
設
備
を

三

主
と
し
て
盲
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
次
の
設
備
を

設
け
る
こ
と
。

設
け
る
こ
と
。

イ

遊
戯
室
、
支
援
室
、
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備
及
び
音
楽
に
関
す
る
設
備

イ

遊
戯
室
、
訓
練
室
、
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備
及
び
音
楽
に
関
す
る
設
備

ロ

略

ロ

略

四

主
と
し
て
ろ
う
あ
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
遊
戯
室

四

主
と
し
て
ろ
う
あ
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
遊
戯
室

、
支
援
室
、
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備
及
び
映
像
に
関
す
る
設
備
を
設
け
る
こ
と

、
訓
練
室
、
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備
及
び
映
像
に
関
す
る
設
備
を
設
け
る
こ
と

。

。

五

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

五

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設



に
は
、
次
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

に
は
、
次
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

イ

支
援
室
及
び
屋
外
遊
戯
場

イ

訓
練
室
及
び
屋
外
訓
練
場

ロ

略

ロ

略

六
～
九
略

六
～
九
略

（
職
員
）

（
職
員
）

第
六
十
七
条

１
～

略

第
六
十
七
条

１
～

略

13

13

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て
、
心
理
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て
、
心
理
指
導
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

14

14

れ
る
児
童
五
人
以
上
に
心
理
支
援
を
行
う
場
合
に
は
心
理
担
当
職
員
を
、
職
業
指
導

れ
る
児
童
五
人
以
上
に
心
理
指
導
を
行
う
場
合
に
は
心
理
指
導
担
当
職
員
を
、
職
業

を
行
う
場
合
に
は
職
業
指
導
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
導
を
行
う
場
合
に
は
職
業
指
導
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
心
理
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
心
理
指
導
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ

15

15

学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学

る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す

科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、

る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ

個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を

て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能

有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）

第
七
十
五
条

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
七
十
五
条

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
病
院
と
し
て
必
要
な
設

一

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
病
院
と
し
て
必
要
な
設

備
の
ほ
か
、
支
援
室
及
び
浴
室
を
設
け
る
こ
と
。

備
の
ほ
か
、
訓
練
室
及
び
浴
室
を
設
け
る
こ
と
。

二

略

二

略

三

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

三

主
と
し
て
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

に
は
、
屋
外
遊
戯
場
、
ギ
ブ
ス
室
、
特
殊
手
工
芸
等
の
作
業
を
支
援
す
る
た
め
に

に
は
、
屋
外
訓
練
場
、
ギ
ブ
ス
室
、
特
殊
手
工
芸
等
の
作
業
を
指
導
す
る
た
め
に

必
要
な
設
備
及
び
義
肢
装
具
を
製
作
す
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
義
肢

必
要
な
設
備
及
び
義
肢
装
具
を
製
作
す
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
義
肢

装
具
を
製
作
す
る
設
備
は
、
他
に
適
当
な
設
備
が
あ
る
場
合
は
、
設
け
る
こ
と
を

装
具
を
製
作
す
る
設
備
は
、
他
に
適
当
な
設
備
が
あ
る
場
合
は
、
設
け
る
こ
と
を

要
し
な
い
。

要
し
な
い
。

四

略

四

略

（
職
員
）

（
職
員
）



第
七
十
六
条

１
～
５
略

第
七
十
六
条

１
～
５
略

６

主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
第

６

主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
第

三
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
心
理
支
援
を
担
当
す
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

三
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
心
理
指
導
を
担
当
す
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

７

略

７

略

第
十
章

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

第
十
章

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）

第
八
十
条

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
備
の
基
準
は
、
発
達
支
援
室
、
遊
戯
室
、

第
八
十
条

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

屋
外
遊
戯
場
（
当
該
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
付
近
に
あ
る
屋
外
遊
戯
場
に
代
わ

る
。

る
べ
き
場
所
を
含
む
。
）
、
医
務
室
、
相
談
室
、
調
理
室
、
便
所
、
静
養
室
並
び
に

児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

一

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）
に
は
、
指
導
訓
練
室
、
遊
戯
室
、

屋
外
遊
戯
場
（
当
該
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
付
近
に
あ
る
屋
外
遊
戯

場
に
代
わ
る
べ
き
場
所
を
含
む
。
）
、
医
務
室
、
相
談
室
、
調
理
室
、
便
所
並
び

に
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
を
設
け
る
こ
と
。

二

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
主
と
し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児

童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児

童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
次
号
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
指
導
訓
練
室
の
一
室
の
定
員
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
十
人
と
し
、

そ
の
面
積
に
つ
い
て
は
児
童
一
人
に
つ
き
二
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る

こ
と
。

三

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
遊
戯
室
の
面
積
は
、
児
童
一
人
に
つ
き
一

・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

四

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ

ー
に
は
、
静
養
室
を
設
け
る
こ
と
。



五

主
と
し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
聴
力

検
査
室
を
設
け
る
こ
と
。

六

主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に

は
、
指
導
訓
練
室
、
調
理
室
、
便
所
並
び
に
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
必
要
な
設

備
及
び
備
品
を
設
け
る
こ
と
。

２

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
治
療

を
行
う
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
設
備
（
医
務
室
を
除
く
。
）
の
基
準
に
加
え

て
、
医
療
法
に
規
定
す
る
診
療
所
と
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

３

第
一
項
の
発
達
支
援
室
及
び
遊
戯
室
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

発
達
支
援
室
の
一
室
の
定
員
は
、
お
お
む
ね
十
人
と
し
、
そ
の
面
積
は
、
児
童

一
人
に
つ
き
二
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二

遊
戯
室
の
面
積
は
、
児
童
一
人
に
つ
き
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る

こ
と
。

（
職
員
）

（
職
員
）

第
八
十
一
条

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
嘱
託
医
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
、

第
八
十
一
条

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
嘱
託
医
、
児
童
指
導
員
、
保

栄
養
士
、
調
理
員
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
ほ
か
、
日
常
生
活
を
営
む
た

育
士
、
栄
養
士
、
調
理
員
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
ほ
か
、
日
常
生
活
を

め
に
必
要
な
機
能
訓
練
を
行
う
場
合
に
は
機
能
訓
練
担
当
職
員
（
日
常
生
活
を
営
む

営
む
た
め
に
必
要
な
機
能
訓
練
を
行
う
場
合
に
は
機
能
訓
練
担
当
職
員
（
日
常
生
活

た
め
に
必
要
な
機
能
訓
練
を
担
当
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
日
常
生

を
営
む
た
め
に
必
要
な
機
能
訓
練
を
担
当
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、

活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
医
療
的
ケ
ア
（
人
工
呼
吸
器
に
よ
る
呼
吸
管
理
、

日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
医
療
的
ケ
ア
（
人
工
呼
吸
器
に
よ
る
呼
吸

喀
痰
吸
引
そ
の
他
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
医
療
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

管
理
、
喀
痰
吸
引
そ
の
他
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
医
療
行
為
を
い
う
。
以
下

か
く
た
ん

か
く
た
ん

）
を
恒
常
的
に
受
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
障
害
児
に
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合

同
じ
。
）
を
恒
常
的
に
受
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
障
害
児
に
医
療
的
ケ
ア
を
行

に
は
看
護
職
員
を
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲

う
場
合
に
は
看
護
職
員
を
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各

げ
る
施
設
及
び
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
を
置
か

号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二
略

一
・
二
略



三

医
療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
職
員
を
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
訪

三

医
療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
職
員
を
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ

問
さ
せ
、
当
該
看
護
職
員
が
障
害
児
に
対
し
て
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合

看
護

ー
に
訪
問
さ
せ
、
当
該
看
護
職
員
が
障
害
児
に
対
し
て
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合

職
員

看
護
職
員

四

当
該
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六

四

当
該
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（

十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ

昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業

る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
喀
痰
吸
引
等
（
同
法
第
二

所
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
喀
痰
吸
引
等
（
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
喀
痰
吸
引
等
を
い
う
。
）
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
喀
痰
吸
引
等
を
い
う
。
）
の
み
を
必
要
と
す
る
障

対
し
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
喀
痰
吸
引

害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
喀

等
業
務
（
同
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
喀
痰
吸
引
等
業
務
を
い
う

痰
吸
引
等
業
務
（
同
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
喀
痰
吸
引
等
業
務

。
）
を
行
う
場
合

看
護
職
員

を
い
う
。
）
を
行
う
場
合

看
護
職
員

五

当
該
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二

五

当
該
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附

十
七
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
医

則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い

療
的
ケ
ア
の
う
ち
特
定
行
為
（
同
法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
行
為

て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
特
定
行
為
（
同
法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特

を
い
う
。
）
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
が
自

定
行
為
を
い
う
。
）
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受
け
た

ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
特
定
行
為
業
務
（
同
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一

者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
特
定
行
為
業
務
（
同
法
附
則
第
二
十
七

項
に
規
定
す
る
特
定
行
為
業
務
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合

看
護
職
員

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
行
為
業
務
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合

看
護
職
員

２

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
治
療

を
行
う
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
員
（
嘱
託
医
を
除
く
。
）
に
加
え
て
、
医

療
法
に
規
定
す
る
診
療
所
と
し
て
必
要
な
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
機
能
訓
練
担
当
職
員
及
び

２

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
機
能
訓
練
担
当
職

看
護
職
員
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む
ね
児
童
の
数
を
四
で
除
し
て
得
た
数
以
上
と

員
及
び
看
護
職
員
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む
ね
児
童
の
数
を
四
で
除
し
て
得
た
数

し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
嘱
託
医
は
、
精
神
科
又
は
小
児
科
の
診
療
に
相
当
の

３

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
嘱
託
医
は
、
精
神
科
又
は
小
児
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。



４

主
と
し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
第
一
項

に
規
定
す
る
職
員
及
び
言
語
聴
覚
士
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項

各
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
職

員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

５

主
と
し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
嘱
託
医
は
、

眼
科
又
は
耳
鼻
咽
喉
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
６

主
と
し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
児
童
指
導
員

、
保
育
士
、
言
語
聴
覚
士
、
機
能
訓
練
担
当
職
員
及
び
看
護
職
員
の
総
数
は
、
通
じ

て
お
お
む
ね
児
童
の
数
を
四
で
除
し
て
得
た
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
言
語
聴
覚

士
の
数
は
、
四
人
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は

、
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
（
看
護
職
員
を
除
く
。
）
及
び
看
護
職
員
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
通
わ
せ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
栄
養

士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

８

主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
嘱

託
医
は
、
内
科
、
精
神
科
、
医
療
法
施
行
令
第
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ
及
び
ニ

の
規
定
に
よ
り
神
経
と
組
み
合
わ
せ
た
名
称
を
診
療
科
名
と
す
る
診
療
科
、
小
児

(2)科
、
外
科
、
整
形
外
科
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有

す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
児

童
指
導
員
、
保
育
士
、
看
護
職
員
及
び
機
能
訓
練
担
当
職
員
の
数
は
、
通
じ
て
お
お

む
ね
児
童
の
数
を
四
で
除
し
て
得
た
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
機
能
訓
練
担
当
職

員
の
数
は
、
一
人
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所

10



等
（
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生

等
（
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生

労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
（
居

労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
（
居

宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
場
所
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
入
所
し
、
又
は
幼
保

宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
場
所
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
八
十
七
条
第
二
項
に
お

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る
児
童
と
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
入
所

い
て
同
じ
。
）
に
入
所
し
、
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る
児

し
て
い
る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が

童
と
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
入
所
し
て
い
る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
場

な
い
と
き
に
限
り
、
当
該
障
害
児
の
支
援
に
直
接
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
当

合
に
お
い
て
、
当
該
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
と
き
に
限
り
、
当
該
障
害
児
の

該
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

支
援
に
直
接
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
八
十
二
条

第
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
七
十
条
の
規
定
は
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン

第
八
十
二
条

第
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
七
十
条
の
規
定
は
、
福
祉
型
児
童
発
達
支

タ
ー
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
保
護
者
等
と
の
連
絡
）

（
保
護
者
等
と
の
連
絡
）

第
八
十
三
条

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
長
は
、
児
童
の
保
護
者
に
そ
の
児
童
の
性

第
八
十
三
条

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
長
は
、
児
童
の
保
護
者
に
そ
の
児

質
及
び
能
力
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
当
該
児
童
を
取
り
扱
っ
た
児
童

童
の
性
質
及
び
能
力
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
当
該
児
童
を
取
り
扱
っ

福
祉
司
又
は
児
童
委
員
と
常
に
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
当
該
児
童
の
生
活
指
導
に
つ

た
児
童
福
祉
司
又
は
児
童
委
員
と
常
に
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
当
該
児
童
の
生
活
指

き
、
そ
の
協
力
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

導
に
つ
き
、
そ
の
協
力
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
四
条

削
除

（
入
所
し
た
児
童
に
対
す
る
健
康
診
断
）

第
八
十
四
条

主
と
し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
は
、
第
十
五
条
第
一
項
の
入
所
時
の
健
康
診
断
に
当
た
り
、
特
に
難
聴
の
原
因

及
び
機
能
障
害
の
状
況
を
精
密
に
診
断
し
、
治
療
可
能
な
者
に
つ
い
て
は
、
で
き
る

限
り
治
療
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
心
理
学
的
及
び
精
神
医
学
的
な
診
査
）

（
心
理
学
的
及
び
精
神
医
学
的
な
診
査
）

第
八
十
五
条

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
障
害
児
に
対
し
て
行
う
心
理
学
的

第
八
十
五
条

第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を
通
わ
せ

及
び
精
神
医
学
的
な
診
査
は
、
児
童
の
福
祉
に
有
害
な
実
験
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い

る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
心
理
学
的
及
び
精
神
医
学
的
な
診
査

。

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
一
章

削
除

第
十
一
章

医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー



第
八
十
六
条
か
ら
第
八
十
九
条
ま
で

削
除

（
設
備
の
基
準
）

第
八
十
六
条

医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

医
療
法
に
規
定
す
る
診
療
所
と
し
て
必
要
な
設
備
の
ほ
か
、
指
導
訓
練
室
、
屋

外
訓
練
場
、
相
談
室
及
び
調
理
室
を
設
け
る
こ
と
。

二

階
段
の
傾
斜
を
緩
や
か
に
す
る
ほ
か
、
浴
室
及
び
便
所
の
手
す
り
等
身
体
の
機

能
の
不
自
由
を
助
け
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

（
職
員
）

第
八
十
七
条

医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
診
療
所

と
し
て
必
要
な
職
員
の
ほ
か
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
看
護
師
、
理
学
療
法
士
又

は
作
業
療
法
士
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所

等
に
入
所
し
、
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る
児
童
と
医
療
型

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
入
所
し
て
い
る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て

、
当
該
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
と
き
に
限
り
、
当
該
障
害
児
の
支
援
に
直
接

従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
入
所
し
た
児
童
に
対
す
る
健
康
診
断
）

第
八
十
八
条

医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
第
十
五
条
第
一
項
の

入
所
時
の
健
康
診
断
に
当
た
り
、
整
形
外
科
的
な
診
断
に
よ
り
、
肢
体
の
機
能
障
害

の
原
因
及
び
そ
の
状
況
を
精
密
に
診
断
し
、
入
所
を
継
続
す
る
か
否
か
を
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
八
十
九
条

第
六
十
八
条
第
一
項
、
第
七
十
条
及
び
第
八
十
三
条
の
規
定
は
、
医
療

型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


